Ⅱ　新たな農地政策の確立に関する要請
　
　平成１９年１１月公表の「農地政策の展開方向について」（農林水産省）や、２０年６月閣議決定の「経済財政改革の基本方針（骨太の方針）２００８」（経済財政諮問会議）に基づき、政府は年内に農地改革などの制度改革を行うこととしている。
このため、農林水産省は、農地の「所有」と「利用」の分離、農地集積の推進、農業上重要な地域を中心に耕作放棄地の解消、多様な新規参入の促進などの農業改革プランをまとめることとしている。

農地政策見直しの検討課題には、農地の権利移動規制や利用促進、転用規制に関する法制度事項が含まれており、農業者の間には、農業の担い手と企業の競合等に対する不安や懸念が広がっており、われわれ農業委員会系統組織は、農業者の公的代表として、重大な関心を持っている。

ついては、国においては、農地制度の改正を含む新たな農地政策の確立にあたり、農業・農村現場の実態に即した現実的かつ慎重な検討を行い、農業者が安心して農業に従事できるような制度改正となるよう、下記の事項について強く要請する。

記

１　農地に関する基本理念の確立について

（１）農地は、限りある経営・生産資源であると同時に、地域の人々によって維持・管理される貴重な地域資源であるとの理念を明確にすること。併せて、農地所有者・利用者、国等の責務について明確化し、浸透を図ること。

（２）食料自給率目標の達成に向けて国は、農地面積450万haの確保を掲げているが、地域において目標達成に向けて必要な優良農地を確保する観点から、生産振興対策を含めた農地の総量確保を図るための実効ある施策を講じること。

２　所有から利用への転換による農地の有効利用の促進について

（１）耕作を目的としない農地の権利取得を防ぐため、所有権については厳しい規制を維持すること。

（２）利用権の規制の見直しに当たっては、秩序ある権利移動規制を通じて、担い手による農地の適正かつ効率的な利用が担保されるよう必要な措置を講じること。
（３）利用権の規制の見直しで、農地の借り手が多様化することにより、現場で農地利用等についての問題が生じることのないよう、集落機能の維持管理について必要な措置を講じること。

（４）現行「標準小作料」は、長年にわたり地域の農地賃貸借の規範となっており、これを廃止する場合は、有益費問題や価格変動への対応を加味した新たな公的賃借料設定システムを確保すること。
また、小作人、小作地といった法律用語を見直すこと。
３　農地の面的集積を促進する仕組みの展開について

（１）農地の面的集積の取組みは、作付作物、地目その他の条件によって必要性や集積のレベル等が異なることから、地域の実情に応じたきめ細かな支援措置を講じること。

（２）地域の実態に即した農地の面的集積を促進するため、農業委員会によるあっせん機能、農地保有合理化法人による中間保有機能など、既存の仕組みが最大限に機能を発揮できるよう、施策の拡充を図ること。
４　農地情報のデータベース化について

（１）農地の所有及び利用の実態を把握し、効率的に管理・利用するため、農地基本台帳を法定化するとともに、定期的な農地利用の実態調査の制度化と予算措置を講じること。

（２）農地情報のデータベース化に当たっては、個人情報保護法との調整や利用主体である市町村段階の関係機関・団体のニーズを十分踏まえ、現場での効率的かつ効果的な活用が可能となるよう必要な措置を講じること。
５　遊休農地の解消に向けた取組みの推進について

（１）効果的な発生防止や解消対策に資するため、耕作放棄地全体調査等を踏まえ、遊休農地の発生原因を究明すること。
（２）遊休農地の発生を防止するため、相続による権利移動について農業委員会への通知の義務づけや不在地主への課税強化措置、農道等の基盤整備など必要な措置を講じること。

（３）遊休農地を有効活用するため、バイオマス原料や飼料作物の作付、家畜の放牧、緩衝帯の整備及び市民農園としての利用など、多様な利活用の推進に向けた支援措置を拡充すること。

（４）遊休農地対策の一環として、休閑状態の農地や借り手が見つからない農地等については、「保全農地」として位置づけて、いつでも食料生産が可能な状態で管理するよう制度的な措置を講じること。

（５）遊休農地の解消は、農地政策だけで対応できるものでないことから、担い手・経営政策や地域振興政策も含めた総合的な対策を継続的に実施すること。

６　農業委員会の必置規制の堅持について

（１）農業委員会は、担い手の育成・確保及び優良農地の確保と有効利用を図るために重要な役割を担っており、農地法等に基づく処分の公平性を確保するためにも、農業委員会の必置規制を堅持すること。

（２）農業委員による農地パトロールを基礎とする遊休農地対策や担い手への農地の利用集積等の機能を発揮するため、農業委員会の体制整備と予算確保を図ること。

